
 

第１１回福井県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 
 
 

日 時：令和３年３月２４日（水） 

13 時 00 分 ～ 15 時 00 分 
 

場 所：福井商工会議所 地下１階 
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議 事 次 第 
 
 

 Ⅰ．開 会 
 
 

 Ⅱ．議 題 

 

  １．新型コロナウイルス感染症の影響について 

 

  ２．最近のトラック運送事業に関する取組みについて 

 

  ３．本協議会における本年度の取組み及び今後の取組み（案）について 

 

  ４．その他 
 
 

 Ⅲ．閉 会 

 

 

 

 

 

 議事次第、構成員名簿、出席者名簿、配席図 

 

 資 料 １： 新型コロナウイルス感染症による影響調査 

 資 料 ２： 最近のトラック運送事業に関する取組み 

 資 料 ３： 本協議会における本年度の取組み及び今後の取組み（案） 

 参考資料１： パイロット事業の概要 

 参考資料２： トラックドライバーの労働時間 
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新型コロナウイルス感染症による影響調査 （貨物自動車運送業） 【資料１】



最近のトラック運送事業に関する取組み

【資料２】



標準的な運賃について （告示：令和２年４月24日）

標準的な運賃は、ドライバーの労働条件（賃金・労働時間等）を改善し、持続的に事業を運営するための参考となる指標

元請け・下請けの関係 ⇒ 元請事業者の庸車費用等は考慮せず、 実運送にかかる原価等を基準に算出

車両費 ⇒ 環境性能や安全基準の向上を踏まえた車両への設備投資等ができるよう償却年数は５年で設定

人件費 ⇒ ドライバーの労働条件改善のため、全産業平均の時間当たりの単価を基準

帰り荷の取扱い ⇒ 帰り荷がないことを前提に実車率50％の前提で算出。

利潤 ⇒ 事業の持続的な経営のために必要な利潤を確保する観点から、自己資本に対する適正な利潤額を設定

運賃表の基本 ⇒ 貸切運送を前提に（１）距離制、（２）時間制の運賃表を設定

車種等の違い ⇒ 車格別（2t, 4t, 10t, 20t）にドライバン型のトラックを基準として算出

地域差 ⇒ 地方運輸局ブロック単位で運賃表を策定

運賃と料金の考え方 ⇒ 高速道路料金やフェリー料金等については運賃と別に収受

基本的な策定方針

適正な原価・利潤の確保

今後は、標準的な運賃を実勢運賃に反映させていくことが重要
1



標準的な運賃の活用促進に向けた解説書（一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の届出に向けて）

「標準的な運賃」は令和２年４月24日に告示

今後は標準的な運賃が実勢運賃に反映されるよう、普及セミナー等を通じて事業者・荷主に浸透を図る

トラック事業者向けに、標準的な運賃の主旨・目的から、

実際の活用にあたって必要な諸手続までわかりやすくま

とめた解説書を（公社）全日本トラック協会と共同で作成

本解説書を使用した事業者向け説明会を全国で実施
（８月～）

標準的な運賃の浸透に向けては、荷主との実際の交渉に活用してもらうためのトラック事業者への理解促進がまずは重要

標準的な運賃の浸透に向けて

【解説書の主な内容】

標準的な運賃の主旨・目的

標準的な運賃の概要

標準的な運賃の活用に係る諸手続

運賃料金適用方の解説

標準的な運賃に関するQ＆A

今後は、荷主向けリーフレットの作成・セミナーの開催等を通じて荷主へ周知徹底を図る。 2



荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
（加工食品、建設資材、紙・パルプ（洋紙板紙・家庭紙）物流編）について

１．ガイドライン策定の経緯
• トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、トラック
運送事業者、発着荷主等の関係者が連携して、取引慣行上の課題も含めてサプライ
チェーン全体で解決を図っていくことが必要。

• 一方、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性に違いがあるところであり、輸送品
目別に検討を行うことが効果的。

• このため、荷待ち件数が特に多い加工食品、建設資材、紙・パルプの各分野の物流
について、課題の抽出を図るとともに、トラック運送事業者及び発着荷主が参画し
て長時間労働の改善を図るため懇談会を設置。懇談会の検討の成果としてガイドラ
インを策定。

２．ガイドラインの構成

【まえがき】
• ガイドライン策定の経緯とトラック運送事業の現状
（１）今後のトラック運送事業の見通し、（２）トラック運送事業を取り巻く制度面の変遷、
（３）トラック運送事業の健全な発展に向けて

【本編】
• 輸送品目別物流における現状・課題、解決の方向性の整理
• 取引環境と長時間労働の改善に向けた具体的な取組み事例等

【あとがき】
• 輸送品目別物流における今後の取組みの方向性
• おわりに（サプライチェーン関係者へのメッセージ）

加工食品物流編

紙・パルプ(洋紙・板紙分野)物流編

建設資材物流編

紙・パルプ(家庭紙分野)物流編3



各ガイドラインの概要

品目 主な課題 解決方策 今後の取組の方向性

加工食品 • 「１／３ルール」、年月日表示の賞味期
限等業界特有の慣習が存在

• 多種多様な製品サイズが存在
⇒複雑かつ長時間にわたる検品作業
⇒長時間にわたる荷役作業

• 賞味期限の年月表示化等による検品
作業の効率化

• QRコード等の活用による伝票情報の
電子化

• パレットサイズや外装サイズの統一、
外装表示の標準化

• 事前出荷情報の提供と伝票情報の電
子化の組み合わせ等による検品レス
の実現

• 物流標準化アクションプランに沿った標
準化の取組の推進

建設資材 • 天候や道路事情等により計画どおり
に搬出入が進まないことが日常的

⇒トラックの荷待ちへの関心が薄い

• 多種多様な製品を邸別に仕分け
⇒複雑かつ長時間にわたる検品作業

• 工事現場における事前の段取りをデ
ジタル化したうえで「見える化」&「精緻

化」し、関係者の円滑な情報共有を推
進

• 運送と荷役の分離の推進

• 複数のユーザーが一貫して活用でき
る標準コードを導入し、入出荷検品を
目視から電子化

• 元請業者による物流へのマネジメント
の強化

• 伝票情報や物流情報を現場が容易に
アクセスできる環境整備を促進

紙・パルプ
（洋紙・板紙）

• 製品での差別化ができず、不十分な
リードタイムや少量多頻度納品、附帯
作業等の差別化による受注競争の商
習慣が定着

⇒低積載率での運行
⇒附帯作業の実施による長時間労働

• 発着荷主を含めた関係者間で十分な
協議を行い、リードタイムや少量多頻
度納品の緩和、平準化、附帯作業の
軽減等の対策を実施

• 発注者の製造計画等を関係者で共有
化・見える化する取り組みを推進

• サプライチェーンにおける物流コストの
適正な負担

• 共同保管・共同輸送の実現に向けた取
組みの推進

• 荷役の機械化を推進

紙・パルプ
（家庭紙）

• 製品単価が安価であるため、パレット
化のための投資が進まない

⇒手荷役による長時間労働

• 製品が安価かつ嵩張るため、小売り
の物流センターでは取り扱われず、か
つ、小売店舗での保管も困難

⇒家庭紙のみを少量多頻度で毎日納品

• 発着荷主の連携によるパレット化

• 物流負荷を軽減させるコンパクト製品
の切替

• サプライチェーンにおける物流コストの
適正な負担

• 「手積み手卸しの解消」を共通認識に、
パレット化の早急な促進

• 消費者へ製品メリットの積極的な周知
を行うなど、コンパクト製品の普及促進
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令和２年度の輸送品目別取組強化事業について

平成２９年７月に実施した荷待ち時間実態調査において、３０分以上の荷待ち時間が生じた件数が多
い品目（加工食品、建設資材、紙・パルプ）について懇談会を立ち上げて、課題整理や改善策につい
て検討を行い、その結果を踏まえて品目ごとのガイドラインを策定（令和2年5月公表）。

加工食品、建設資材、紙・パルプの各品目については、ガイドラインにおいて示した今後の取組の方
向性に沿って、引き続き課題解決のための方策について検討・検証を実施する。

また、平成２９年７月及び平成３０年１１月に実施した荷待ち時間の実態調査において、荷待ち時間
が生じた件数が多かった「生鮮食品」及び「飲料、酒」について、課題整理や改善策の検討を実施す
る。

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）

943 加工食品

460 生鮮食品

452 住宅用資材

339
紙（ロール紙、洋紙等）

328
飲料、酒

303
建築・建設用金属製品

172
金属部品・金属加工品

140セメント・コンクリート

126宅配便・特積み貨物

120家庭紙

1004その他

N=4,387（件数）

は、既に懇談会を設置している品目

398

350

339

326

281
182168141

98
94

1515

加工食品

飲料・酒

建築・建設用
金属製品

紙・パルプ

その他

N=3,892（件数）

生鮮食品

セメント・コンクリート

日用品 鉄鋼厚板・金属薄板等金属

米・麦・穀物

プラスチック性
部品・加工品等

平成２９年７月調査 平成３０年１１月調査

は、今後懇談会設置を検討する品目
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「ホワイト物流」推進運動に関する主な取組状況

平成３１年３月末、令和２年３月末、上場会社
等（約６，３００社）に参加要請文を送付

１，１８８社が自主行動宣言を提出

（令和３年２月末日現在）

自主行動宣言

「徳光＆木佐の知
りたいニッポン！」
（BS・TBS）
６月２日・９日

放送

政府広報（随時）

アジア・シームレス物流
フォーラム2019東京
パネルディスカッション
「ホワイト物流」

全都道府県での説明会、日本商工会議所等の団
体での説明会・講演会等を実施
事業者の取組事例等を紹介するセミナーを開催

講演会・セミナー（平成３１年４月～）ポータルサイトの開設（平成３１年４月～）

「ホワイト物流」推進運動の解説・周知

自主行動宣言の受付、賛同企業の公表

動画の掲載等、内容を充実

「ホワイト物流」推進運動の解説・周知 6



トラック運送事業の取引環境適正化に向けたセミナーの開催

昨年１０月から１２月にかけて全国１０カ所（札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高
松、福岡、那覇） で、トラック運送事業の取引環境適正化に向け、荷主やトラック運送事業者が物流
改善の取組を進めるためのノウハウなどを提供することを目的とした「「ホワイト物流」推進運動セ
ミナー」を開催。全会場で約６００名が参加。
今年度は、１１月以降、オンライン形式（Webセミナー）にて実施する方向で調整中。

プログラム（昨年度）

セミナーの様子（昨年度）

東京会場 名古屋会場 大阪会場

セミナー１ 「ホワイト物流」推進運動の取組事例紹介
・「自主行動宣言」における推奨項目毎の具体的な取組事例の紹介
・「自主行動宣言」提出企業による取り組み事例の紹介など

セミナー２ トラック運送業の取引の適正化について
・荷主と運送事業者間に求められる契約の書面化等適正な取引の実施に係る周知など

セミナー３ 飲料配送研究会報告書の概要について
・飲料配送時に関係者間で発生するトラブル等に係る取扱いの説明など

セミナー４ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会TDM（物流関係）への取組について
・大会開催時の交通混雑緩和を目指す「2020ＴＤＭ推進プロジェクト」の協力のお願いなど
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＜申請者＞
バス（乗合、貸切）事業者
タクシー事業者
トラック事業者
※ 原則 法人単位（都道府県単位での申請も可能）

＜申請方法＞
認証実施団体である「一般財団法人 日本海事協会

（CLASS NK）」が受付、審査及び認証手続きを実施。

※ 書類確認、審査委員会による審査の上、認証を実施。
※ インターネットによる電子申請も可
※ 関係書類の保存義務、無作為抽出での事後確認あり。

＜料金（予定）＞
審査料： ５万円（税別）／１申請あたり
（インターネットにより電子申請の場合、３万円（税別）に割引）

登録料： ６万円（税別） ／１申請あたり

＜申請受付期間（予定）＞
令和２年９月１６日～１２月２５日（期間を延長しました）
※ 翌年１月以降、審査結果を申請者に通知。

＜認証結果等の活用（予定）＞
厚生労働省と連携し、ハローワークにおける求人票

への記載や、認証事業者と求職者のマッチング支援を
検討。また、求人エージェントと連携し、先進的な取組

みを広く発信予定。

評価制度の創設により、職場環境改善に向けた各事業者の取り組みを「見える化」。求職者
のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促す。また、更なる改善取り組みを促すことで、より
働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を図る。

＜認証の審査要件＞

中小事業者による申請を容易にし、取組み
の円滑な浸透、普及を図る観点から、

① 法令遵守等
② 労働時間・休日
③ 心身の健康
④ 安心・安定
⑤ 多様な人材の確保・育成

の５分野について、基本的な取組要件を満た
せば、「１つ星」認証を取得可能。

併せて、自主的、先進的な取組みを参考点
として点数化。
※ 参考点は、翌年度以降の「２つ星」、「３つ星」の制度設
計に向けた検討材料としても活用。

自動車運送事業のための「働きやすい職場認証制度」の概要
（正式名称：運転者職場環境良好度認証制度）
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・国土交通省では、荷主等による長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務の強要など、トラック運送事業者の
皆様がコンプライアンス確保に影響しうる輸送を行わざるを得ない実態を把握し、今後の施策に活用するための「意
見等の募集窓口」を設置いたしました。

・本窓口は、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する意見・事例を収集することを目的としており、本人の同意
なく、提供された情報に基づき投稿者、事業者又は荷主に問い合わせを行うことはありませんので、このような内容
に関する情報等がございましたら投稿して下さい。

輸送実態把握のための意見等の募集について

このページのＱＲコード

https://yusou-jittai.mlit.go.jp/
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本協議会における本年度の取組み
及び今後の取組み（案）

【資料３】



関係省庁・関係団体と連携したセミナー・説明会等での周知状況

・運送事業者向け説明会（福井県トラック協会）
令和2年9月15日 参加者22名、令和2年9月16日 参加者24名

・荷主向けリーフレットの送付（国土交通省・全日本トラック協会）
全国の荷主約46,000社（福井県内約1,200社）へ要請文とともに令和2年12月発送

・荷主業界向け専門紙や日本経済新聞への広告掲載（国土交通省・全日本トラック協会）

・テレビＣＭ放映（本協議会・福井県トラック協会） 令和3年2月

・荷主４団体への要請活動（本協議会） 令和3年3月9日

標準的な運賃の告示

・ＷＥＢを活用した「ホワイト物流」推進運動セミナー（国土交通省主催）
令和2年12月10日 参加申込約700名、令和2年12月17日 参加申込約650名

・荷役作業安全ガイドライン講習会（陸災防福井県支部）
令和2年10月26日 参加者 荷主24名

ホワイト物流推進運動

・荷役作業安全ガイドライン講習会（令和2年10月26日）において周知

輸送品目別ガイドライン

１



WEBを活用した「ホワイト物流」推進運動セミナー

令和２年１１月 荷主業界向け専門紙への広告掲載（１６紙）

令和２年１２月１５日 日本経済新聞（朝刊・全国版）への広告掲載

関係省庁・関係団体と連携したセミナー・説明会等での周知状況

２



関係省庁・関係団体と連携したセミナー・説明会等での周知状況

令和３年３月９日
荷主４団体への要請活動
・福井県商工会議所連合会
・福井県経営者協会
・福井県商工会連合会
・福井県中小企業団体中央会

荷主４団体への要請活動において配付したチラシ（表） 令和３年３月２３日 物流ニッポン（業界誌）

福井県商工会議所連合会への要請活動

３



今後の地方協議会の取組みについて（案）

４

令和６年度からの時間外労働の罰則付き上限規制（年960時間）の適用開始に向け、
今後、地方協議会において以下の事項に重点的に取り組む。

① 過去の実証事業（パイロット事業）のフォローアップ
○ 効果的な取組みを更に普及・浸透させる観点でのフォローアップ

・実証事業で実施した内容の継続状況
（実証後の更なる改善内容や一般化できなかった原因 等）

・実証事業の主体以外への浸透状況の確認や更なる浸透策の検討・実行

② 荷主等との連携強化
○ 地方協議会を中心とした荷主と運送事業者の連携強化

・地方協議会に参画していない荷主団体、荷主企業の参画

・実取引における荷主と運送事業者の協力実態の把握、連携強化策の実行

③ 荷主や運送事業者が自主的に課題改善に取り組むための地方協議会の役割

・各地方協議会における輸送品目別検討内容の周知

・地域の特性に応じた協議会運営の実施

地方協議会での今後の取組み（案）
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